
 

 

第77回小田原市美術展覧会開催要項 

◆個人作品◆ 
―  公  募  展  ― 

１ 趣  旨 広く市民の美術作品を公募し、展覧会を開催することにより、市民に作品発表の場と、

作品鑑賞の機会を提供し、本市の美術文化の振興を図ります。 

 

２ 主  催 小田原市 

 

３ 会  期  前期 ＜洋画・日本画・彫塑＞ 令和６年５月29日（水）～６月２日（日） 

後期 ＜工芸・書道・写真＞  令和６年６月26日（水）～６月30日（日） 

 

４ 開場時間 午前１０時００分～午後６時００分 

（ただし、各会期最終日の６月２日、６月30日は午後４時まで） 

 

５ 会  場 小田原三の丸ホール内 

展示室、ギャラリー回廊１・２階、スタジオ 

※作品数により、会場が縮小される可能性があります。 

 

６ 部  門

  

 

 

 

 

 

 

 

７ 出品資格 小田原市在住・在勤・在学の方（中学生以下は除きます） 

 

８ 出品及び出品点数 

（１） 作品は、公募作品と招待作品に分け、公募作品、招待作品とも各部門一人１点までとします。 

（２） 作品は自作による創作作品とし、小田原市内において既に発表したものは出品できません。 

 

９ 出品手数料 無 料 ※作品に対する保険は各自でご対応ください。 

 

10 出品手続 

（１）「小田原市美術展覧会出品申込票」と「出品票」、「作品預かり証」に所定の事項を記入の上、作

品とともに受付所で手続きをしてください。 

（２）「出品票」は作品（洋画、日本画、書道、写真）の裏側（洋画、日本画は左下）に貼りつけてくだ

さい。また、漏れがないように記入してください。なお、彫塑、工芸については、作品の下に貼

前期 

（１）洋画 

（２）日本画 

（３）彫 塑（立体造形を含む） 

後期 

（４）工 芸（硝子・七宝、金工、染織、漆芸、木竹工、陶芸、人形） 

（５）書 道（漢字、かな、墨象作品《文字性のある作品》、刻字、篆刻、

近代詩文） 

（６）写 真 



 

 

りつけてください。 

（３） 書道は別紙「釈文」、工芸は別紙「制作意図」も記載の上、併せてご提出ください。展示作品

に添えて掲示します。 

（４） 受付完了時に作品預かり証を発行します。 

 

11 作品の大きさ ※全部門、額装画面ガラス不可（アクリル可） 

（１）洋画、日本画 額装後見える画面が、長辺３９ｃｍ、短辺２２ｃｍ以上。 

縦２.５ｍ以内×横２.０ｍ以内（額装含む）とします。軸装は受け付けません。 

版画も上記のとおり。 

（２）彫 塑  高さ２.５ｍ以内、横幅１.５ｍ以内、奥行き１.５ｍ以内とします。 

（３）工 芸  平面は、幅（横）、高さ（縦）ともに１.８ｍ以内とします。立体は、横幅 

１.５ｍ以内、高さ１.８ｍ以内、奥行き１.５ｍ以内とします。 

（４）書 道  ①紙の寸法 縦×横   70㎝×35㎝以上 縦横自由 

        ②仕上寸法 ア）軸・額 縦横各185㎝以内 縦横自由 

              イ）額   縦250㎝×横70㎝（2尺×8尺版）以内 

                    ※縦のみ ※軸不可 

額、枠張りまたは軸本表装仕立（高校生のみ、仮表装・仮巻きいずれも可） 

また、臨書作品は原文をコピーして添付してください。 

（５）写 真  A４以上全紙までのパネル張もしくは額入。白黒もしくはカラープリント。組写真は３枚

以内にまとめたもの。 

 

12 作品の搬入 

（１）搬入日  前期 ＜洋画・日本画・彫塑＞ 令和６年５月26日（日）午前10時～正午 

後期 ＜工芸・書道・写真＞  令和６年６月23日（日）午前10時～正午 

（２）受付場所 三の丸ホール１階 展示室前 

 

 ＜出品者の皆様へのお願い・注意事項＞ 

（１）搬入時間以外には一切受け付けできません。郵便や宅配便等を利用した搬入・受け付けはでき

ません。 

（２）作品搬入時、搬入後に主催者が規定外と判断した場合、または著作権、肖像権等の第三者の権

利を侵害し、盗用や模倣等が発覚した場合は、受賞や入選を取り消します。 

（３）平面作品については、展示可能な状態で出品してください。吊り紐などは、必ず出品者が用意

してください。 

（４）作品の陳列は入選作品のみとし、出品者は審査の結果及び作品の陳列について、異議を申し立

てることはできません。 

（５）陳列作品は、会期中いかなる理由があっても搬出することはできません。 

（６）搬入時は、受け渡しの前に作品の破損有無を必ず確認してから係の者に渡してください。 

（７）出品申込票の作者名（本名含む）及び作品名において旧字体を記載された場合、展示の際に常

用漢字に変換させていただくことがあります。 



 

 

（８）作品の保管には十分注意しますが、不慮の事故もしくは天変地異等により、作品が紛失も 

しくは破損等をしても、主催者は一切責任を負いませんので、保険への加入等の対応は出品者

が各自でお願いします。 

（９） 搬入時にお渡しする「作品預かり証」は、搬出時に引き換えて作品をお返しするので、紛失しな

いよう、十分注意してください。 

 

13 審  査 

  公募作品については、小田原市が委嘱した審査員の審査により、入選及び賞を決定します。 

  入選作品のみ展示します。 

 

入選発表  

入選者については、次の方法で発表します。 

（１）日 時    前期 ＜洋画・日本画・彫塑＞  ５月28日（火）午後２時00分 

         後期 ＜工芸・書道・写真＞   ６月25日（火）午後２時00分 

※入賞者には、主催者より電話連絡をさせていただきますので、 

ご承知おきください。 

（２）発表方法 三の丸ホールオープンロビーに入選者氏名を掲示します。また、小田原市ホームペ

ージ上でも公開します。 

（３）入選証 今回ご希望の方に、会期中に受付にて入選証（会場に展示されたことを示すもの）

をお渡しします。希望する方は、出品申込票の当該欄に〇を付けてください。 

 

14 賞 

市 長 賞    賞状・楯  各部門１賞ずつ  合計６ 

市議会議長賞    賞状・楯  各部門１賞ずつ  合計６ 

教育委員会賞    賞状・楯  各部門１賞ずつ  合計６ 

奨  励  賞    賞 状   各部門２賞ずつ  合計１２ 

佳    作    賞 状   各部門２賞ずつ  合計１２ 

高校生奨励賞    賞 状   各部門１賞ずつ  合計６ 

※各賞とも、該当なしの場合があります。 

 

15 ギャラリートーク（会期中各部門1回） 

 審査員が展示作品の解説を行うギャラリートークを開催します。（１時間程度） 

前期 ５月30日（木） 午後2時～３時 

後期 ６月26日（水） 午後2時～３時 

 

16 講  評 

  出品者は、会期最終日に審査員から作品に対しての講評を受けることができます。（１時間程度） 

前期 ＜洋画・日本画・彫塑＞ ６月 ２日（日） 午後2時～３時 

後期 ＜工芸・書道・写真＞  ６月 30日（日） 午後0時30分～午後1時30分 



 

 

 

17 表  彰 

入賞者に対しては、次のとおり表彰式を行います。 

（１）日 時 ６月30日（日）  午後２時～午後３時30分 ※記念撮影あり 

 （２）会 場 小田原三の丸ホール 小ホール  

 

18 作品の搬出 

（１）入選作品の搬出 前期 ＜洋画・日本画・彫塑＞ ６月２日（日）  午後４時～５時 

           後期 ＜工芸・書道・写真＞ ６月30日（日） 午後４時～５時 

（２）受付場所 三の丸ホール１階 展示室前 

（３）選外作品の搬出 

選外作品については、文化政策課から出品者に個別でご連絡させていただきます。連絡後、上

記搬出日時に作品預かり証と引き換えに搬出してください。 

＜搬出の注意事項＞ 

（１）作品はすべて「作品預かり証」と引き換えに搬出していただきますので、「作品預かり証」をお

持ちください。 

（２）作品の搬出時間は必ず守ってください。搬出時間内に搬出せず、作品が紛失もしくは 

破損等をしても、主催者は一切責任を負いません。 

 

19 その他注意事項 

（１）衣桁・撞木を必要とする作品を出品する場合は、必ず搬入日の一週間前までに文化政策課 

にご連絡ください。 

（２）入賞及び入選作品は、小田原市のホームページに掲載予定です。 

（３）展示作品を撮影する際は、受付へ必ず声をかけてください。 

（４）作品内の肖像権の承諾については、出品者がその了承を得てください。 

 

20 問い合わせ先 

  応募に関する問い合わせ先は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

〒２５０－８５５５ 小田原市荻窪３００番地  

小田原市 文化部 文化政策課 文化政策係 

電話：0465-33-1706  ＦＡＸ：0465-33-1526 

メール：cultural-policy@city.odawara.kanagawa.jp 


